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ごあいさつ 

 

平素よりＳＢＩリスタ少額短期保険をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。 

2018年大阪府北部地震ならびに７月豪雨により被災された皆さまには、心よりお見舞い

申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

 

このたび、2017年度の業績をはじめとする当社の現状について取り纏めたディスクロー

ジャー誌「2018 ＳＢＩリスタ少額短期保険の現状」を作成いたしました。本誌を通じ、当

社へのご理解を一層深めていただければ幸いです。 

 

当社は、2006年4月の保険業法改正により新たに生まれた少額短期保険会社の第1号とし

て登録され、2006年12月に地震補償保険「リスタ」の販売を開始いたしました。2012年3月

にＳＢＩグループの一員となり、2017年3月よりグループにおける保険事業を再編して構成

されたＳＢＩインシュアランスグループの一員として、皆さまにご満足いただける商品・

サービスの提供に努めて参りました。皆さまからのご支援により、保有契約数、収入保険

料は順調に推移しております。あらためて厚く御礼申し上げます。 

 

先日の大阪府北部地震や2016年熊本地震など、大地震の発生確率が高いと想定されてい

なかった地域においても甚大な被害が発生するような地震が起こっています。我が国にお

いては、どの地域においても大地震が起こり得るということを改めて認識された方も多

かったと思います。皆さまにおかれましてはぜひとも日頃から防災に努めるとともに、被

災した場合を想定し生活再建のための経済的な備えにつきましてもご準備いただきますよ

うお願いいたします。 

 

被災された方々の生活再建のお役に立てるよう、これからも確実に保険金をお支払いす

べく、適切なリスク管理と経営の健全性の確保に努めて参ります。皆さまに末永くご支持

いただけるよう全社一丸となり努力して参りますので、今後ともご支援、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

 

ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社 

代表取締役社長 新村 光由 
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Ⅰ．会社の概要および組織 

 

１．経営理念 

 

当社の経営理念は次のとおりです。 

 

（１） 公正かつ健全な経営を徹底し、少額短期保険の普及拡大を通じて社会からの期待と信頼に応える。 

 

（２） お客さまの笑顔のために、ニーズに基づいたわかりやすい商品とプロフェッショナルなサービス

を提供する。 

 

（３） 社員一人ひとりの知的創造力を尊重した笑顔の絶えない理想的な職場を創る。 

 

（４） スピード感あふれる効率経営で株主価値を最大化する。 

 

２．顧客中心主義に基づく業務運営方針 

 

ＳＢＩグループは 、1999 年の創業当初からお客さまの利益を最優先する「顧客中心主義」を貫

き、インターネットをはじめとする革新的な技術を積極的に活用することで、より好条件の手数料・

金利でのサービス、金融商品の一覧比較、手数料の明示、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高

いシステム、豊富かつ良質な金融コンテンツ等、真にお客さまの立場に立った金融サービスの提供

に努めてまいりました。 

私どもＳＢＩリスタ少額短期保険は、お客さまが真に必要としている保険商品を、既成概念にと

らわれることなく、自由な発想で開発・提供していくことを基本理念とし、顧客中心主義を掲げる

ＳＢＩグループの一員として、高い倫理観に基づく業務運営によりお客さまに安心と笑顔をお届け

したいと考えております。 

こうした取組みをより一層強化・徹底していくために、「顧客中心主義に基づく業務運営方針」を

公表するとともに、顧客満足度など常にお客さまの視点からその取組みや成果を評価し、定期的に

見直しを行ってまいります。 

 

1. お客さま中心の業務運営の徹底 

当社は、正しい倫理的価値観に基づく公正かつ健全な業務運営を徹底するとともに、新しい発想

や技術を取り入れ、真に必要とされる保険商品やサービスを提供することで、お客さまからの信頼

を得られるよう、あらゆる業務運営においてお客さまの利益を最優先に行動いたします。 

（取組状況） 

◆  お客さま中心の業務運営を徹底します。 

・ 当社は、経営理念において公正かつ健全な業務運営を徹底し社会からの期待と信頼に応え

ること、お客さまの笑顔のためにニーズに基づいた商品、プロフェッショナルなサービス

を提供していくことなどを定め、お客さまの利益を最優先事項として業務運営を行います。 
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・ 経営理念に基づく日常的な行動の指針として、「ＳＢＩリスタ少額短期保険行動憲章」を

定め、お客さまと誠実に接し、適切な保険募集に努めることとしております。 

・ 「コンプライアンスポリシー」においては、お客さま満足の追求を大きな柱として位置付

けており、役職員に対する定期的な研修等を通じて、この方針が企業文化として定着する

よう徹底しています。 

 

2. お客さまが必要とする商品・サービスの提供 

当社は、シンプルでわかりやすい商品設計を行うとともに、お客さまが真に必要とする商品・サー

ビスを提供します。商品・サービスの開発にあたっては、環境、技術の変化やお客さまのニーズ動

向を的確に把握し、お客さまにご支持いただけるよう努めます。 

（取組状況） 

◆  お客さまのニーズにあわせた商品・サービスを提供します。 

・ 当社が提供する地震補償保険リスタは、世帯人数に応じて 5つのタイプから補償額を選択

するシンプルでわかりやすい商品設計となっております。また、公的支援制度を利用する

際に地方自治体より発行される「り災証明書」をもとに保険金のお支払いを行うことによ

り、請求手続きにかかるお客さまのご負担の軽減をはかっております。 

・ お客さまの生活スタイルにあった最も便利な手段をご利用いただけるように、WEBサイト、

モバイルサイト、コールセンター、保険募集代理店といった様々な窓口を設けております。 

◆  お客さまのご意見を真摯に受け止め業務改善に取り組みます。 

・ 当社は、お客さまから寄せられたご意見やインターネットユーザーからのアンケート結果

を社内で共有し、商品開発やサービスの向上に取り組んでおります。 

・ 苦情については、すべて社内で情報を共有するとともに、所管部署がコンプライアンス委

員会へ報告することとなっております。コンプライアンス委員会では、お客さまへの対応

や再発防止策の遂行状況が適切であるか等について、検証を実施しております。 

◆  安心いただける保険金のお支払い態勢を確保します。 

・ 当社では、再保険会社と再保険契約を締結し、大規模地震発生時の保険金支払いに備えて

おります。 

・ 東京にある本社の被災時にもお客さまへの対応業務を継続できるように、熊本県にサポー

トセンターを設置しております。 

 

3. お客さまにとってわかりやすい情報の提供 

当社は、お客さまの目線にたったわかりやすい情報の提供を行います。 

お客さまへのご対応においては、お客さま一人一人のお立場にあわせ、わかりやすいご案内に努

めてまいります。 

（取組状況） 

◆  お客さまの目線に立った情報提供を行います。 

・ WEB サイトや商品パンフレット、重要事項説明書等については、補償内容や保険料をわか

りやすく表示するとともに、不利益となる情報を含めてお客さまに誤解なくご理解いただ

けるように、平易な表現・構成とすることに留意して作成しております。 
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・ ご高齢のお客さまよりお申込みをいただいた際には、お電話により商品内容を十分にご理

解いただいたうえでのお申込みであるか確認をとるなど、お客さま一人一人にあわせた丁

寧でわかりやすいご説明を行うよう努めております。 

・ ご契約者さまに対しては、ご契約者向け冊子「ソナエのススメ」を通じて、商品やサービ

スの他、当社の経営状況や防災情報など幅広い情報を提供しております。 

 

4. 利益相反の適切な管理 

当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」を定め、利益相

反の可能性を適切に把握し、管理・対応できる体制を整備します。 

（取組状況） 

◆  利益相反の適切な管理を行います。 

・ 当社では、「利益相反管理方針」のもと関連規程を整備し、管理対象となる取引の類型や

具体的な管理方法を定めております。利益相反の可能性がある取引が発生した際には、規

程等に基づき、取引条件の変更や中止などの対応をとることとしております。 

・ 当社が保険募集業務を委託する代理店に対しては、お客さまの利益を確保するため、お客

さまのご意向に基づいた商品提案を行うよう研修等を通じ徹底しております。 

・ 当社は、代理店として他のＳＢＩグループの保険会社等の保険商品を取り扱っております

が、お客さまの補償ニーズに基づいた商品をご選択いただくフローを定めており、当社が

受け取る販売手数料等を基準にして商品のご提案を行うことはございません。  

 

5. お客さま中心の業務運営を浸透させるための取組み 

当社は、教育・研修体系や目標評価制度の整備等を通じ、全役職員に対して顧客中心主義の徹底に

向けた持続的な自己変革を促し、お客さま中心の業務運営を推進してまいります。 

（取組状況） 

◆  お客さま中心の業務運営を浸透させるための体制を整備します。 

・ お客さまに最善の利益を提供するために、高い倫理観と専門知識をもつ人材を育成すべく、

ＳＢＩ大学院大学のプログラムの活用等による従業員教育を行います。 

・ 従業員の人事評価制度において、お客さま満足度の向上に向けた取組みを目標・評価項目

として設定し、継続的に取り組んでまいります。 

 

３．会社の特色 

 

当社は、地震によって被災した後の生活再建を支援することを目的とした「地震被災者のための生

活再建費用保険」（愛称：リスタ）および「地震被災者のための生活支援費用保険」（愛称：ミニリス

タ）などを販売する少額短期保険業者です。 

少額短期保険は、2006 年 4 月の保険業法改正によって創設された保険です。ミニ保険とも表現され

るように身近で等身大な保険であると同時に、その補償内容は多種多様で、新しい時代の新しい保険

といわれています。当社は、少額短期保険業者の第 1号として、2006年 10月 27日に登録を完了し（登

録番号：関東財務局長（少額短期保険）第 1号）、2006年 12月から独立系の少額短期保険業者として、
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日本震災パートナーズ株式会社の商号で営業を開始しました。 

2012 年 3 月には、ＳＢＩホールディングスグループの子会社となり、2016 年 11 月にはＳＢＩリス

タ少額短期保険株式会社に商号を変更しました。ＳＢＩグループ企業と連携した営業施策の実施等に

より、開業以来、順調に業績を拡大しております。 

 

４．会社の沿革 

 

2006年 4月 日本地震補償株式会社を設立 

 

2006年 7月 日本震災パートナーズ株式会社へ商号変更 

 

2006年 10月 少額短期保険業者登録 

（関東財務局長（少額短期保険）第 1号） 

 

2006年 12月 「地震被災者のための生活再建費用保険」（リスタ）販売開始 

 

2007年 9月 「地震補償付住宅制度」の実施 

 

2008年 8月 「地震被災者のための生活支援費用保険」（ミニリスタ）販売開始 

 

2012年 3月 ＳＢＩホールディングス株式会社が当社株式の 82.5％（総議決権数に

対する保有割合）を取得、ＳＢＩグループの子会社となる 

 

2012年 6月 「地震被災者のための生活再建費用保険」（リスタ）の保有契約件数が

10,000件を突破 

ＳＢＩ少額短期保険株式会社へ商号変更 

 

2014年 4月 「原状回復費用保険」販売開始 

 

2016年 11月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社へ商号変更 

 

2017年 2月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社が当社株式の 99.64％（総議

決権数に対する保有割合）を取得 

 

2017年 5月 「地震被災者のための生活再建費用保険」（リスタ）の保有契約件数が

15,000件を突破 
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５．経営の組織 

 

（１）当社の組織 

（2018年 7月末日現在） 

 

株主総会

会計監査人 監査役会

取締役会

コンプライアンス委員会 保険計理人

リスク管理委員会 内部監査室

代表取締役

管理部 業務部 システム部 営業部 マーケティング部

お客様相談室

（お客様サービスセンター）

 

 

（２）店舗所在地 

 

本社 

〒106-6016 

東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー16F 

ＴＥＬ：03‐6229‐1014 

支社等 現在支社等はありません。 

 

６．株主・株式の状況 

 

①株式数（2018年 7月末日現在） 

発行可能株式総数  50,000株 

発行済株式の総数  48,381株 
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②株主数（2018年 7月末日現在） 5名 

 

③主要な株主の状況 

（2018年 7月末日現在） 

株主の氏名又は名称 

当社への出資状況 

持株数 

（株） 

持株比率

（％） 

ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社 48,205株 99.64％ 

鹿志村 健治 100株 0.21％ 

濱村 徹 28株 0.06％ 

大脇 京佳 28株 0.06％ 

小澤 現 20株 0.04％ 

 

７．役員の状況 

 

（2018年 7月末日現在） 

氏名 役職名及び地位 

新村 光由 代表取締役社長 

上原 一晃 取締役 

五十嵐 正明 取締役 

今村 秀見 監査役（社外役員） 

若松 亮 監査役（社外役員） 

本間 尚登 監査役（社外役員） 
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Ⅱ．主要な業務の内容  

 

１．取扱商品 

 

当社が販売する保険商品は、以下の 3商品となっています。（2018年 7月末日現在） 

 

（１）リスタ：地震被災者のための生活再建費用保険 

地震によって被災した後の生活再建を支援することを目的とした保険です。保険期間は毎年

見直しができる 1年間の自動更新です。保険金額は世帯人数によって 300、500、600、700、900

万円から選択することができます。 

 

保険金額 被保険者のお住まいが全壊した場合の補償額を 300、500、600、700、900

万円から選択できます。 

（世帯人数によって選択できる保険金額が決まります。） 

（マンション管理組合特約を付帯した場合には、補償額を 100、150、200、

250万円からも選択可能です。） 

保険期間 1年間（自動更新） 

保険料 都道府県、建物構造、設定した保険金額により異なります。 

保険料の払込方法 クレジットカード払い、口座振替、送金払い、給与引き去り 

加入条件 新耐震基準を満たした住宅を所有し、居住する方 

 

（２）ミニリスタ：地震被災者のための生活支援費用保険 

大地震が発生すると、地震によりお住まいに被害を受ける等のほか、ライフラインがストッ

プしたり、避難勧告が発令される等、お住まいそのものに被害の発生がなくても、緊急の避難

費用等が必要となる事態が想定されます。 

ミニリスタはリスタと比較し、このような地震被災後のより緊急性の高い費用を補償する保

険です。 

＊ご契約者は法人に限定しています。（2018年 7月末日現在） 

  

保険金額 ・ 被保険者のお住まいが全壊した場合に 30 万円をお受け取りいただ

けます。 

・ 被保険者のお住まいの市区町村内で気象庁が発表する震度階級が 6

強以上となる地震が発生した場合に、5 万円のお見舞い金をお受け

取りいただけます。 

保険期間 1年間（自動更新） 

加入条件 持ち家および賃貸住宅、建物の建築年数にかかわらずご加入いただけま

す。 
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（３）原状回復費用保険 

一般的に建物賃貸借契約では、賃借人が物件を明け渡す時に原状回復義務を負う旨が定めら

れています。この原状回復義務を賃借人が履行しなかった場合、家賃保証サービス会社は、家

賃保証契約に基づき、賃借人の代わりに、賃貸人に対して原状回復にかかる費用を支払うこと

となります。 

原状回復費用保険は、このように家賃保証サービス会社が被った損害に対して、保険金を支

払う保険です。 

 

２．ご照会・ご相談サービス 

 

当社では、お客様サービスセンターを開設し、専門のスタッフがお客様からの保険の内容に関する

ご相談や、ご契約に関する各種お手続きの請求をお受けしております。 

また、お客様サービスセンターでは地震等で被災した場合の事故のご連絡も受け付けております。 

 

３．保険金のお支払い 

 

万一お客様が震災等で被災された場合には、当社スタッフが迅速に対応できるよう体制を整えてお

ります。 

 

（１）保険金のお支払いまでの流れ 

 

① 地震発生 

当社スタッフは、地震発生後の被災状況をモニタリングしております。住居等に被害を及ぼ

すような大きな地震が発生した場合には、被災地の被害状況を把握すると共に、必要に応じて

先遣隊が地震被害の想定される地域を訪れ被害状況の確認を行います。 

また、地震の被害状況の把握と平行し、当社の保険金支払管理部門のスタッフは被害地域に

あるリスタおよびミニリスタのご契約を抽出し被災地域契約の現状把握に努めることにより、

能動的かつ的確・迅速に保険金をお支払いできる体制を準備いたします。 

あわせて、お客様への保険金の支払いを円滑に処理するために、地震が発生したことと被害

状況の見込みを再保険会社に連絡いたします。 

 

② 損害発生のご通知 

お客様から損害発生の通知をお受けした場合、または当社から被害地域のお客様にご連絡し、

お客様の住居の損害発生を知った場合には、当社スタッフが丁寧にその後のご対応をご説明さ

せていただきます。 

 

③ ご契約の確認と保険金請求書類等の発送 

お客様からの損害発生通知により、当社はご契約内容の確認とお客様宛てに保険金請求書類

等の発送を行います。 
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④ お客様からの保険金ご請求 

保険金のご請求の際の主な提出書類は以下のとおりです。 

◆ リスタ 

1. 保険金請求書 

2. り災証明書 

3. 住民票の写し（世帯全員の氏名が記載されたもの） 

4. 建物登記簿謄本 

5. り災証明書および住民票の写しにより世帯人数が確認できない場合においては、当

該確認を行うために当社が要求する書類 

6. 建物登記簿謄本によりお客様のお住まいの構造区分および用途が確認できない場合

においては、当該確認を行うために当社が要求する建築計画概要書、建築確認証明

書その他の書類 

7. 被保険者（保険金の受取人）と建物の所有者が異なる場合においては、被保険者と

所有者の続柄が確認できる戸籍謄本 

◆ ミニリスタ 

1. 保険金請求書 

2. り災証明書（震度 6強被災保険金のみの請求の場合は不要） 

3. 住民票の写し 

 

⑤ 保険金のお支払い 

保険金の請求書類が当社に到着した日からその日を含めて 30日以内に、保険金をお支払いし

ます。 

 

⑥ 特例措置の実施 

市役所等がり災した場合には、必要書類の一部を省略する措置等を実施いたします。 

 

（２）保険金の支払漏れ防止について 

 

当社では、地震が発生した際、保険金の支払漏れが発生することのないよう、被災地域のお客様

に対して、積極的に安否確認のご連絡と保険金請求可否のご照会を実施いたします。 
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４．再保険の状況  

 

リスタおよびミニリスタは地震保険とは異なり、政府による保証が付された再保険制度の適用を受

けておりません。 

当社では、お客様が被災された場合に、保険金が迅速にお支払いできるよう、独自に海外の再保険

会社と再保険契約を締結しております。 

再保険会社につきましては、当社取締役会が、スタンダード＆プアーズ社（またはそれと同等の格

付け機関）による格付けで A－（シングル Aマイナス）以上の格付けを有する再保険会社から選定して

おります。 

2018年 3月末時点におきましては、スタンダード＆プアーズ社による格付けで AA－（ダブル Aマイ

ナス）の格付けを有する Munich Re 社を含む 7 社により、当社の再保険契約は引き受けられておりま

す。 

また、当社の予想最大損害額（PML※）と、再保険契約の支払限度額との関係は、以下のとおりとなっ

ております。 

 

（2018年 3月末時点において） 

 

 

 

 

注）保有契約件数の増減や地域分布の変動等に伴い、PMLは変わります。 

 

 

当社では、再現期間 200 年における PML を定期的に計算し、その数値を上回る金額の再保険契約を

手配するとともに、南海トラフ地震や首都直下型地震が発生した場合等の PML について定期的にモニ

タリングを行い、お客様への保険金支払いを確実にするため適切なリスク管理を行っております。 

 

※ 予想最大損害額（PML）は、スタンフォード大学で開発され、米国の Risk Management 

Solutions,Inc.（RMS 社）が改良、実用化した自然災害リスク分析システムの RiskLink を用い

て計算しております。RiskLink は、地震リスク分析のために、全世界の保険会社、金融機関、

大学、研究機関等において利用されている信頼性の高いシステムです。 

予想最大損害額（PML） 

24.71億円 

再保険契約の支払限度額 

27.00億円 ＜ 
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５．保険募集体制 

 

（１）リスタのお申込み方法 

リスタの主なお申込み方法は、「①郵送によるお申込み」と「②ＷＥＢによるお申込み」の 2つの

方法で、ダイレクト販売（直販）の受付体制が整えられています。 

 

① 郵送によるお申込み 

お客様からのリスタの資料請求にもとづき、当社から、パンフレット、保険約款、重要事項

説明書（契約概要・注意喚起情報）、申込書を送付いたします。ご加入をご希望されるお客様か

ら、専用の返信封筒にて申込書をご返送いただくことによって、申込手続きが完了いたします。 

 

② ＷＥＢによるお申込み 

当社ＷＥＢ上でお申込みフローに従って、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）等を

交付するとともに、申込みに必要な事項を入力いただきます。入力された情報を確認の上で送

信いただくことによって、申込手続きが完了いたします。 

保険商品内容をしっかりとご理解いただけるよう、ＷＥＢ上では図を使ったわかりやすい商

品説明コンテンツを提供しており、内容にご納得いただいた上でお申込みができるよう心がけ

ております。ＷＥＢでのお申込みはパソコンの他、スマートフォンからもご利用いただけます。 

 

保険料の払込みは、銀行口座からの振替（※1）、クレジットカードによる払込み、給与引き去り

（※2）、当社の指定する銀行口座への直接振込（※3）から選択いただくことができます。なお、補

償の開始日は、お客様からご返送いただいた申込書の当社への到着日および選択いただいた払込方

法によって異なります。 
 
※1 ＷＥＢによるお申込みの場合、選択いただけません。 
※2 団体扱のみの取扱いとさせていただいております。 
※3 法人契約のみの取扱いとさせていただいております。 

 

（２）代理店制度－少額短期保険募集人による募集－ 

 

① 少額短期保険募集人とは 

少額短期保険募集人は、少額短期保険業の創設とともに新しく導入された少額短期保険業固

有の募集人制度です。 

少額短期保険募集人となるためには、従来の損害保険および生命保険の募集人資格とは別に

少額短期保険募集人としての資格が必要とされています。 

 

② 少額短期保険募集人の当社における位置付け 

当社保険商品の募集を行う少額短期保険募集人は、募集の媒介を担っております。従って、

当社の少額短期保険募集人は、募集に際し、商品内容の詳しいご説明、ご質問に対するご回答、

重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）等のご説明は致しますが、契約締結権や告知受領
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権がないほか、保険料の領収も行うことができません。 

 

③ 少額短期保険募集人の教育 

当社保険商品募集のための少額短期保険募集人になるためには、少額短期保険募集人の資格

試験の取得に加え、当社保険商品の商品知識に関する事前研修が義務付けられております。 

また、当社保険商品募集のための少額短期保険募集人となった後も、当社保険商品の商品内

容やコンプライアンス等について、定期的に研修を行い、少額短期保険募集人として自覚と自

信を持った募集活動ができるよう丁寧にフォローしております。 

 

（３）当社の勧誘方針 

 

お客さまへの保険販売・勧誘にあたって 

「金融商品の販売等に関する法律（平成 12年法律第 101号）」に基づく弊社の勧誘方

針は以下のとおりです。 

 弊社は、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法その他の関係

法令等を遵守し、以下の基本姿勢に基づく販売活動に努めます。 

 弊社は、お客さまのニーズに沿った商品のご案内に努めます。 

 弊社は、主として電話やインターネットを通じてお客さまに弊社商品を直接販売

しております。お客さまに弊社商品の内容を正しくご理解いただけるわかり易い

説明に努めると共に、電話による販売を行う場合には時間帯等への十分な配慮に

努めます。 

 弊社は、万が一保険事故が発生した場合には、迅速かつ的確な保険金支払いに努

めます。 

 弊社は、お客さまの個人情報の適切な取り扱い・プライバシーの保護に努めます。 

 弊社は、お客さまのご意見・ご要望を真摯に受け止め、これらを反映した販売活

動の推進に努めます。 
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Ⅲ．主要な業務に関する事項  

 

１．2017事業年度における業務の概況 

 

● 当社の主要な業務内容 

当社は、2006年12月1日に事業を開始した少額短期保険業者であり、地震によって被災された被災

者の方々の生活再建費用を補てんする「地震被災者のための生活再建費用保険」（以下「リスタ」）

および「地震被災者のための生活支援費用保険」（以下「ミニリスタ」）などを販売しております。 

「リスタ」は、個人向けに、通信販売形式および募集人（募集代理店）による対面募集形式によ

り販売しております。また、同商品は、工務店が契約者となり施主のために地震補償を住宅に付帯

する「地震補償付き住宅」という形態でも販売しております。 

 

● 当事業年度の概要 

当期における我が国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念されるなか、

堅調な輸出や設備投資に支えられた企業業績の回復、雇用環境の改善等により、緩やかな回復基調

で推移しました。 

当社と関連性が深い住宅業界におきましては、政府による住宅取得支援策や過去最低水準の住宅

ローン金利が継続する等、住宅の需要が高まる環境にあったものの、全体の新設住宅着工戸数は低

調な動きとなりました。 

このような状況の中、当期は保有契約の拡大に向けた新契約販売と営業基盤の整備に努めました。 

個人向け販売に関しては、引き続きＳＢＩグループ企業との提携を中心に、ＷＥＢサイトへの誘引

強化等の観点から、インターネットやラジオを中心とした広告を実施したほか、外的環境に左右さ

れにくい営業基盤の確立を目的に取り組みを進めている職域市場や組織市場等における販売活動を

行いました。前期に発生した熊本地震による地震補償ニーズの増大後の反動減により、純粋新規契

約は789件（前期比：36.8％）と前年を下回りましたが、更改件数は更改率が堅調に推移したこと等

から、12,201件（前期比：118.2％）と増加しました。 

「地震補償付住宅制度」等の法人契約は、新規取扱い工務店の獲得が伸び悩んだこと等から、2,097

件（前年比：97.8％）と前期を下回る結果となりました。 

これらにより「リスタ」の保有契約数は15,488件（前期比103.3％）と増加しました。 

「ミニリスタ」を含めた総保有契約数につきましては、住信ＳＢＩネット銀行と進めていた震度６

強以上の場合のみ保険金を支払う「ミニリスタ」に関し、提供対象となる住宅ローン商品の新規募

集が停止されたことにより新規契約が129件（前期比：21.4％）と大きく減少したことから、15,739

件（前期比：100.1％）となりました。 

結果として、経常収益は391,622千円（収入保険料390,340千円、利息及び配当金収入28千円）、経常

費用は334,294千円（保険金等184千円、再保険料65,684千円、事業費248,407千円、責任準備金等繰

入額19,203千円）となり、経常利益は57,328千円（前期比：196.5％）となりました。当期純利益は、

本社移転に伴う特別利益4,730千円を計上したこと等により、53,289千円（前期比：170.2％）とな

りました。 
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● 当社が対処すべき課題 

引き続き収支バランスを維持しつつ、安定的に保有契約を拡大していくことが課題であると認識し

ています。 

個人向け販売面においては、効率性を追求した広告展開に加え、タイミングを捉えた資料請求者へ

のフォローを通じ施策効果の最大化を目指すほか、外的環境に左右されにくい営業基盤の整備とい

う観点から、企業・組織市場の開拓やマンション管理組合向けの対応を強化して参ります。 

「地震補償付住宅制度」の推進に関しては、耐震補強工事事業者団体との連携をさらに強化し、リ

フォーム事業者等への拡大に向け積極的に取り組んで参ります。 

費用抑制の観点からは、効率的な広告展開のための検証作業を継続していくこと、経常費用に占め

る割合の高い再保険料について、適切なリスク管理に基づく効率的な再保険スキームを設定するこ

と、保有契約の増加等による業務量の拡大に対応するため、システム開発を含めた業務効率化を進

めていくこと等に取り組んで参ります。 

 

＜財産及び損益の状況の推移＞ 

（単位：千円） 

区分 2015年度 2016年度 
2017年度 

（当期） 

収入保険料 345,745 374,906 390,340 

（地震被災者のための 

生活再建費用保険） 
339,063 372,424 389,703 

（地震被災者のための 

生活支援費用保険） 
5,193 1,398 636 

（原状回復費用保険） 1,488 1,082 － 

正味収入保険料 255,485 280,402 323,842 

（地震被災者のための 

生活再建費用保険） 
249,037 278,000 323,242 

（地震被災者のための 

生活支援費用保険） 
4,959 1,318 599 

（原状回復費用保険） 1,488 1,082 － 

利息及び配当金収入 

経常利益 

当期純利益 

171 

24,775 

19,683 

90 

29,164 

31,304 

28 

57,328 

53,289 

総資産 565,545 614,805 685,883 

1株当たり当期純利益 406円 83銭 647円 04銭 1,101円 45銭 
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２．直近の３事業年度における主要な業務の状況を示す指標 

 

年度 

区分 
2015年度 2016年度 

2017年度 

（当期） 

経常収益 346,889千円 375,865千円 391,622 千円 

経常利益 24,775千円 29,164千円 57,328千円 

当期純利益 19,683千円 31,304千円 53,289千円 

資本金の額 1,744,874千円 1,744,874千円 1,744,874千円 

発行済株式の総数 48,381株 48,381株 48,381株 

純資産額 345,816千円 377,120千円 430,410 千円 

保険業法上の純資産額 391,638千円 436,909千円 506,390 千円 

総資産 565,545千円 614,805千円 685,883 千円 

責任準備金残高 177,518千円 195,734千円 214,189 千円 

有価証券残高 － － － 

ソルベンシー・マージン比率 450.7％ 492.6％ 545.8％ 

配当性向 － － － 

従業員数 6名 6名 8名 

正味収入保険料の額 255,485千円 280,402千円 323,842 千円 

＊ 保険業法上の純資産額とは、保険業法施行規則第 211条の 8第 1項の規定に基づき、貸借対照

表の純資産の部の金額に異常危険準備金および価格変動準備金の額を加えたものです。 

 

３．直近の２事業年度における業務の状況 

 

（１）主要な業務の状況を示す指標等 

 

① 正味収入保険料 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
278,000千円 99.1％ 323,242千円 99.8％ 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
1,318千円 0.4％ 599千円 0.1％ 

原状回復費用保険 1,082千円 0.3％ － － 

合計 280,402千円 100.0％ 323,842千円 100.0％ 

＊ 正味収入保険料とは、元受収入保険料から元受解約返戻金および当社を契約者とする再保険契

約により当社が支払った再保険料を控除したものをいいます。 
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② 元受正味保険料 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
371,872千円 99.3％ 388,892千円 99.8％ 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
1,397千円 0.3％ 633千円 0.1％ 

原状回復費用保険 1,082千円 0.2％ － － 

合計 374,352千円 100.0％ 389,526千円 100.0％ 

＊ 元受正味保険料とは、元受収入保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除した

ものをいいます。 

 

 

③ 支払再保険料 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
93,871千円 99.9％ 65,650千円 99.9％ 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
79千円 0.0％ 34千円 0.0％ 

原状回復費用保険 － － － － 

合計 93,950千円 100.0％ 65,684千円 100.0％ 

＊ 支払再保険料とは、再保険料から再保険返戻金およびその他の再保険収入を控除したもの

をいいます。 

 

④ 保険引受利益 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための生活再

建費用保険・ 

地震被災者のための生活支

援費用保険 

30,325千円 97.5％ 58,800千円 100.0％ 

原状回復費用保険 750千円 2.4％ － － 

合計 31,075千円 100.0％ 58,800千円 100.0％ 

＊ 保険引受利益とは、保険引受収益から保険引受費用ならびに営業費および一般管理費（代

理店手数料および集金費を含みます。）を控除したものをいいます。 
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⑤ 正味支払保険金 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
5,498千円 96.2％ － － 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
200千円 3.5％ － － 

原状回復費用保険 15千円 0.2％ 184千円 100％ 

合計 5,714千円 100％ 184千円 100％ 

＊ 正味支払保険金とは、元受契約の支払保険金から出再契約の回収再保険金を控除したもの

をいいます。 

 

⑥ 元受正味保険金 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
5,498千円 96.2％ － － 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
200千円 3.5％ － － 

原状回復費用保険 15千円 0.2％ 184千円 100％ 

合計 5,714千円 100％ 184千円 100％ 

＊ 元受正味保険金とは、元受契約の支払保険金から元受契約に係る求償等により回収した金

額を控除したものをいいます。 

 

⑦ 回収再保険金 

年度 

種目 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
－ － － － 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
－ － － － 

原状回復費用保険 － － － － 

合計 － － － － 

＊ 回収再保険金とは出再契約に基づき回収した再保険金をいいます。 
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（２）保険契約に関する指標等 

 

① 契約者配当金の額 

該当事項はありません。 

 

② 正味損害率、正味事業費率およびその合算率 

年度 

 

 

種目 

2016年度 2017年度 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 
合算率 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 
合算率 

地震被災者のための生活

再建費用保険・ 

地震被災者のための生活

支援費用保険 

2.0％ 81.6％ 83.6％ － 76.7％ 76.7％ 

原状回復費用保険 1.4％ 29.6％ 31.0％ － － － 

合計 2.0％ 81.4％ 83.4％ 0.0％ 76.7％ 76.7％ 

＊ １ 正味損害率とは、『正味支払保険金÷正味収入保険料』のことをいいます。 

＊ ２ 正味事業費率とは、『事業費÷正味収入保険料』のことをいいます。 

＊ ３ 合算率とは、『正味損害率＋正味事業費率』のことをいいます。 

 

③ 出再控除前の元受損害率、元受事業費率および元受合算率 

年度 

 

 

種目 

2016年度 2017年度 

元受 

損害率 

元受 

事業費率 

元受 

合算率 

元受 

損害率 

元受 

事業費率 

元受 

合算率 

地震被災者のための生活

再建費用保険・ 

地震被災者のための生活

支援費用保険 

1.5％ 61.0％ 62.5％ － 63.7％ 63.7％ 

原状回復費用保険 1.4％ 29.6％ 31.0％ － － － 

合計 1.5％ 60.9％ 62.5％ 0.0％ 63.7％ 63.8％ 

＊ １ 元受損害率とは、『元受正味保険金÷元受正味保険料』のことをいいます。 

＊ ２ 元受事業費率とは、『事業費÷元受正味保険料』のことをいいます。 

＊ ３ 元受合算率とは、『元受損害率＋元受事業費率』のことをいいます。 
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④ 出再を行った再保険会社の数と出再保険料の上位 5社の割合 

年度 

区分 
2016年度 2017年度 

出再先保険会社の数 7社 7社 

出再保険料のうち上位 5社の出

再保険料の割合 
91.5％ 89.0％ 

 

⑤ 支払再保険料の格付ごとの割合 

年度 

格付区分 
2016年度 2017年度 

A－以上 100.0％ 100.0％ 

BBB以上 － － 

その他 － － 

合計 100.0％ 100.0％ 

＊ 格付区分は、スタンダード＆プアーズ社または A.M.Best社の格付を使用しております。 

 

⑥ 未収再保険金の額 

年度 

区分 
2016年度 2017年度 

未収再保険金の額 － － 

 

（３）経理に関する指標等 

 

① 支払備金 

年度 

種目 
2016年度 2017年度 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
－ － 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
－ － 

原状回復費用保険 － 748千円 

合計 － 748千円 
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② 責任準備金 

年度 

種目 
2016年度 2017年度 

地震被災者のための 

生活再建費用保険 
194,584千円 213,361 千円 

地震被災者のための 

生活支援費用保険 
1,149千円 827千円 

原状回復費用保険 － － 

合計 195,734千円 214,189 千円 

 

③ 利益準備金および任意積立金の区分ごとの残高 

年度 

区分 
2016年度 2017年度 

利益準備金の残高 － － 

任意積立金の残高 － － 

 

④ 損害率の上昇に対する経常利益の変動 

年度 

区分 
2016年度 2017年度 

経常利益の減少額 3,706千円 3,880千円 

損害率の上昇シナリオ 発生損害率が 1％上昇すると仮定いたします。 

計算方法 経常利益の減少額＝増加する発生損害額 

＝既経過保険料×1％ 

 

（４）資産運用に関する指標等 

 

① 資産運用の概況 

年度 

区分 

2016年度 2017年度 

金額 構成比 金額 構成比 

現預金 533,855千円 86.8％ 577,859千円 84.2％ 

金銭信託 － － － － 

有価証券 － － － － 

運用資産計 533,792千円 86.8％ 577,797千円 84.2％ 

総資産 614,805千円 100.0％ 685,883千円 100.0％ 
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② 利息配当収入の額および運用利回り 

年度 

区分 

2016年度 2017年度 

収入金額 利回り 収入金額 利回り 

現預金 90千円 0.0％ 28千円 0.0％ 

金銭信託 － － － － 

有価証券 － － － － 

小計 90千円 0.0％ 28千円 0.0％ 

その他 － － － － 

合計 90千円 0.0％ 28千円 0.0％ 

＊ 利回りは、『利息配当収入金額÷月平均運用額』で算出しています。 

 

③ 保有有価証券の種類別の残高および合計に対する構成比 

該当事項はありません。 

 

④ 保有有価証券利回り 

該当事項はありません。 

 

⑤ 有価証券の種類別の残存期間別残高 

該当事項はありません。 

 

４．責任準備金の残高の内訳 

 

【2017年度末】 

区分 

種目 

普通責任 

準備金 

異常危険 

準備金 

契約者配当 

準備金等 
合計 

地震被災者のための生活

再建費用保険 
137,937千円 75,424千円 － 213,361円 

地震被災者のための生活

支援費用保険 
271千円 556千円 － 827円 

原状回復費用保険 － － － － 

合計 138,208千円 75,980千円 － 214,189 千円 
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Ⅳ．運営に関する事項 

 

１．リスク管理の体制 

 

当社ではリスク管理が最重要課題であると認識し、取締役会で適切なリスクに対する判断ができる

よう、取締役会から委任を受けたリスク管理委員会が、当社を取り巻くあらゆるリスクについて実質

的な議論を行い、適宜取締役会に報告しております。また、役職員からの当社リスクに対する報告先

はリスク管理委員会となっており、すべての情報がリスク管理委員会に集まる体制となっております。 

なお、当社に影響を及ぼすリスクは以下のものであり、特に当社の保険商品は地震等による被災を

補償対象としておりますので、保険引受リスクについては再保険の手当て、保険契約地域の分散政策

等、様々な観点からリスク回避を図っております。 

（１） 保険引受リスク 

（２） 資産運用リスク 

（３） オペレーショナル・リスク（事務リスク、システムリスク、法務リスク、情報漏えいリスク） 

（４） 災害リスク 

 

２．法令遵守の体制 

 

当社では、コンプライアンスの重視がお客様サービスに結びつくと認識し、「ＳＢＩリスタ少額短期

保険行動憲章」を定め、役職員一人ひとりに法令等を遵守した行動を促しております。 

また、法令等に違反する行為ばかりでなくお客様からの苦情対応についてもその情報が取締役会に

適切に報告されるよう、取締役会の委任を受けたコンプライアンス委員会でモニタリングされており

ます。 

コンプライアンス委員会は代表取締役社長がその委員長となり、原則 3ヶ月に 1回委員会を開催し、

法令改正動向等の報告を受け必要な対応を議論すると共に、コンプライアンスプログラム等取締役会

で決議される事項について事前に協議を行っております。 
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３．個人情報の取扱いについて 

 

当社は、保険商品を扱う金融機関として当社がお客様等から取得した個人情報につきましては細心

の注意を払い管理しております。 

当社ホームページでは個人情報保護宣言を掲げ、当社が取得した個人情報の利用目的を明示する等、

法令に則った適切な個人情報の管理を実践しております。 

個 人 情 報 保 護 宣 言 

－弊社の個人情報保護に関する取扱いについて－ 

ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社 

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、少額短期保険業に対する社会の信頼をより向上

させるため、個人情報の保護に関する法律（以下、個人情報保護法といいます）、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、番号法といいます）、その他の

関連法令やガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について

は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインや金融業務における特定個人情報の適

正な取扱いに関するガイドライン等に従って、適切な措置を講じます。弊社は、個人情報の取扱

いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組

んでまいります。また、弊社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、

適宜見直し、改善いたします。 

 

１．個人情報の取得 

弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。 

弊社は、保険見積データ、保険契約データ、保険金請求書類、お問い合わせ、アンケート

等により個人情報を取得します。 

取得に際しましては、インターネット上でお客さまが入力した情報や、お電話や書面など

でお伝えいただいた情報について、録音または記録を行うことがあります。 

 

２．個人情報の利用目的 

（1） 弊社は、取得した個人情報を、次の目的および下記４．５．に掲げる目的（以下、「利用目

的」といいます。）に必要な範囲を超えて利用しません。また、利用目的は、ホームページ

で公表するほか、重要事項説明書に記載します。さらに、利用目的を変更する場合には、

その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。 

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第１６

条第３項各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意を得ることとします。 

 保険契約のお見積り、お引受け、維持、管理 

 保険金のお支払い手続き 

 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 

 弊社および以下のサイトに記載されているＳＢＩグループ企業（以下「ＳＢＩグルー 
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プ企業」といいます。）、弊社の関連会社・提携会社からの各種商品やサービスのご案 

内、各種情報の提供 

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html 

 弊社の業務に関する商品・サービスの充実や各種の調査 

 問合せ、依頼などへの対応 

 

（2） 前号にかかわらず、番号法で定める個人番号（以下、個人番号といます）を含む特定個人

情報は、法令で明記された目的についてのみ利用するものとし、ご本人の同意があっても、

それ以外の目的には利用しません。 

 

３．個人データの第三者への提供 

（1） 弊社は、以下の場合を除き、お客様の同意なくお客様の個人情報を第三者に提供すること

はありません。 

 法令に基づく場合 

 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合 

なお、弊社では、例えば次のような場合に個人データの取扱いを委託しています。 

 保険契約の募集にかかる業務 

 損害調査等、保険金の支払にかかる業務 

 保険料の収納等、保険契約の維持や管理にかかる業務 

 情報システムの保守や運用にかかる業務 

 再保険契約の締結や再保険金の受領のために、日本国内または外国の再保険会社や再

保険ブローカーへ、必要な情報を提供する場合 

 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、

他の保険業に関連する企業・団体・協会等と共同利用する場合 

 ＳＢＩグループ企業との間で共同利用を行う場合 

 

（2） 前号にかかわらず、弊社では番号法で認められている場合を除いて個人番号および特定個

人情報を第三者に提供することはありません。 

 

（3） 弊社は、法令や個人情報保護法ガイドラインで定める場合を除き、個人データを第三者に

提供した場合には当該提供に関する事項（いつ、どのような提供先に、どのような個人デー

タを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得

に関する事項（いつ、どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供

元の第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録します。 

 

４．個人情報の共同利用について 

弊社は、弊社が保有する第１号に記載する個人情報（個人番号および特定個人情報を除き 

ます）について、第２号に記載されている者との間で共同利用させていただくことがありま 
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す。ただし、第１号エに記載の採用応募者に関する個人情報については、第３号オに記載す

る目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法

令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。 

 

（1） 共同利用される個人情報の項目 

ア. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、

公開情報その他個人の属性に関する情報 

イ. お取引の履歴、ポイント情報、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、

その他のお取引に関する情報 

ウ. 顧客番号、取引番号等の管理番号など、お取引の管理に必要な情報 

エ. ＳＢＩグループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、

住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報 

 

（2） 共同利用者の範囲 

以下のサイトに記載されているＳＢＩグループ企業。 

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html 

なお、共同利用者は随時変更されることがあります。 

 

（3） 共同利用の利用目的 

ア. ＳＢＩグループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合 

ＳＢＩグループ企業に登録された会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイ

ン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示

する等、会員の利便性を向上させるため 

イ. ＳＢＩグループ企業とのお取引の遂行 

ＳＢＩグループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞などの応募、その他

のお取引を申し込まれた場合には、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わ

せへの対応、ＳＢＩグループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、

その他取引遂行にあたって必要な業務のため 

ウ. ＳＢＩグループ企業の広告宣伝またはマーケティング 

 ＳＢＩグループ企業による各種メールマガジンなどの情報提供のため 

 ＳＢＩグループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話などによる情

報提供のため 

 性別、年齢、居住地、趣味・嗜好などの属性または購入履歴、ＳＢＩグループ企

業の運営するウェブサイトの閲覧履歴などに応じて、ＳＢＩグループ企業の提供 

するコンテンツや広告を提供するため 

 ＳＢＩグループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存

サービスの改善をするため 

 アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選及び賞品等の発送およびこれに関連し 
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た応募者への連絡のため 

エ. お問い合わせへの対応 

ＳＢＩグループ企業に対する電子メール、郵送または電話などの方法によるお問い合

わせに対応するため 

オ. 求人、採用 

ＳＢＩグループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご

提出された方の個人情報は、ＳＢＩグループ企業の人事採用選考活動のため 

カ. その他業務に付随する場合 

上記アからオに付随して、ＳＢＩグループ企業のサービス提供にあたって必要な利用 

キ. その他 

ＳＢＩグループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人

情報を利用する場合があります。その場合には、当該ＳＢＩグループ企業が提供する

サービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。 

 

（4） 個人情報の管理について責任を有する者の名称 

ＳＢＩホールディングス株式会社 

 

（5） 共同利用に関するお問い合わせ先 

ＳＢＩホールディングス株式会社 総務人事部 

TEL:03-6229-0100（代表） 

 

５．機微（センシティブ）情報のお取扱い 

弊社は、保険業法施行規則第５３条の１０およびガイドラインに基づき、要配慮個人情報

ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する個人情報（機微

（センシティブ）情報）の取得・利用・第三者提供を、相続手続を伴う保険金支払事務等の

業務上必要な範囲に限定しています。 

 

６．ご契約内容・事故に関するご照会 

ご契約内容・事故に関するご照会については、保険証券等に記載された連絡先にお問い合

わせください。弊社は、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対

応いたします。 

 

７．個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、

開示・訂正等・利用停止等 

個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通

知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求については、下記１０．のお問い合わせ窓口

までお問い合わせください。 

弊社は、ご請求者がご本人であることをご確認させていただくとともに、弊社所定の方法 
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により手続を行い、後日、ご回答いたします。開示請求については、ご回答にあたり、弊社

所定の手数料をいただくことがあります。 

 弊社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に

基づいて正確なものに変更させていただきます。 

 

８．個人データ等の安全管理措置の概要 

弊社は、取り扱う個人データ、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の

防止その他、個人データ、個人番号および特定個人情報の安全管理のため、取扱規程等の整

備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。また、

弊社が、外部に個人データ、個人番号および特定個人情報の取扱いを委託する場合には、委

託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必

要かつ適切な監督を行います。安全管理措置に関するご質問については、下記１０．のお問

い合わせ窓口までお問い合わせください。 

 

９．匿名加工情報の取扱い 

（1） 匿名加工情報の作成 

弊社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないよ

うに個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元すること

ができないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行います。 

 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 

 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止す

るために安全管理措置を講じること 

 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 

 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと 

 

（2） 匿名加工情報の提供 

弊社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含ま

れる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対し

て、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。 

 

１０．お問い合わせ窓口 

弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。弊社

の個人情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会・ご相談、安全管理措置等に関する 

ご質問は、下記までお問い合わせください。 

＜お問い合わせ先＞ 

ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社 お客様相談室 

所在地 〒106-6016 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー16階 

電話 03-6229-1014 （受付時間：午前 9時～午後 6時 土日祝祭日を除く。） 
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４．少額短期ほけん相談室について 

 

当社では、2010年 10月 1日付で社団法人日本少額短期保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実

施基本契約を締結しています。 

当社の保険商品・サービス等に関するご相談および苦情につきましては、お客様のご希望に応じて、

指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。 

少額短期ほけん相談室は、ご契約者をはじめ、一般消費者の皆様から少額短期保険全般に関するご

相談・ご照会・苦情処理および紛争解決を行うことを目的として、日本少額短期保険協会が運営する

機関です。 

 

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」 

T E L：0120-82-1144 

F A X：03-3297-0755 

受付時間：9:00～12：00、13：00～17：00 

受 付 日：月曜日から金曜日（祝日ならびに年末年始休業期間を除く） 

＊ 当社商品の補償内容・ご契約等に関するお問い合わせは、 

ＳＢＩリスタ少額短期保険お客様サービスセンターまで 

フリーダイヤル：0120-431-909（受付時間：午前 9時〜午後 6時 土日祝祭日を除く。） 
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Ⅴ．財産の状況  

 

１．計算書類等 

 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

年度 

科目 

2016年度 

3月末現在 

2017年度 

3月末現在 

年度 

科目 

2016年度 

3月末現在 

2017年度 

3月末現在 

（資産の部） 

現金及び預貯金 

 現金 

 預貯金 

有形固定資産 

 建物附属設備 

無形固定資産 

 ソフトウェア 

その他資産 

 未収金 

 未収保険料 

 前払費用 

 未収収益 

 立替金 

 仮払金 

預託金 

繰延税金資産 

供託金 

 

533,855 

62 

533,792 

－ 

－ 

99 

99 

50,361 

36,423 

2,394 

354 

11 

－ 

50 

11,128 

8,488 

22,000 

 

577,859 

61 

577,797 

3,814 

3,814 

－ 

－ 

70,011 

52,203 

2,400 

977 

11 

1,512 

－ 

12,906 

10,198 

24,000 

（負債の部） 

保険契約準備金 

 支払備金 

責任準備金 

代理店借 

再保険借 

その他負債 

 未払法人税等 

 未払金 

 未払費用 

 預り金 

 仮受金 

 

 負債の部 合計 

 

195,734 

－ 

195,734 

1,766 

14,739 

25,444 

4,544 

16,104 

4,338 

317 

140 

 

237,684 

 

214,937 

748 

214,189 

1,860 

3,750 

34,923 

7,970 

25,194 

886 

871 

－ 

 

255,472 

（純資産の部） 

資本金 

資本剰余金 

 資本準備金 

利益剰余金 

 その他利益剰余金 

  繰越利益剰余金 

株主資本合計 

 

純資産の部 合計 

 

1,744,874 

455,934 

455,934 

△1,823,688 

△1,823,688 

△1,823,688 

377,120 

 

377,120 

 

1,744,874 

455,934 

455,934 

△1,770,398 

△1,770,398 

△1,770,398 

430,410 

 

430,410 

資産の部 合計 614,805 685,883 負債及び純資産の部合計 614,805 685,883 
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【貸借対照表に関する注記】 

 

2016年度末 2017年度末 

１．重要な会計方針に係る事項 

（１） 固定資産の減価償却の方法 

無形固定資産…定額法 

ソフトウェアについては、会社所定の利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用しております。 

１．重要な会計方針に係る事項 

（１） 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産…定額法 

建物附属設備については、会社所定の利用可能期間（8

年もしくは 15 年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

また、取得価額が 10 万円以上 20万円未満の少額減価

償却資産については、一括償却資産として３年間で均

等償却する方法を採用しております。 

 ② 無形固定資産…定額法 

ソフトウェアについては、会社所定の利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用しております。 

（２） 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によってお

ります。 

（２） 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によってお

ります。 

（３） 責任準備金の積立方法 

責任準備金は、保険業法施行規則第 211条の 46の規定に

基づき算出した金額を計上しております。 

（３） 責任準備金の積立方法 

責任準備金は、保険業法施行規則第 211条の 46の規定に

基づき算出した金額を計上しております。 

２．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 242,958千円 

 そ の 他 18,125千円 

繰延税金資産     小 計 261,083千円 

 評 価 性 引 当 額 △252,594千円 

繰延税金資産     合 計 8,488千円 
 

２．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 150,134千円 

 そ の 他 21,707千円 

繰延税金資産     小 計 171,841千円 

 評 価 性 引 当 額 △161,643千円 

繰延税金資産     合 計 10,198千円 
 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する金銭債権 11,128千円 

関係会社に対する金銭債務  5,952千円 
 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する金銭債権 12,906千円 

関係会社に対する金銭債務  10,285千円 
 

４．資産除去債務に関する事項 

当社は事務所の賃貸借契約に基づき、事務所の退去時におけ

る原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりま

す。 

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連

する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合

理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に

計上する方法によって処理しております。 

この見積もりにあたり、当期において敷金の回収が最終的に

見込めないと算定した金額は 3,857 千円であります。また、

事務所の使用見込期間は 15年としております。 

 

４．資産除去債務に関する事項 

当社は事務所の賃貸借契約に基づき、事務所の退去時におけ

る原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりま

す。 

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連

する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合

理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に

計上する方法によって処理しております。 

この見積もりにあたり、当期において敷金の回収が最終的に

見込めないと算定した金額は 4,396 千円であります。また、

事務所の使用見込期間は 15年としております。 

 

５．責任準備金の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．支払備金および責任準備金の内訳 

（１）支払備金 
 

支払備金（出再支払備金控除前） 748千円 

同上に係る出再支払備金 － 

差引 748千円 
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2016年度末 2017年度末 

 （２）責任準備金 
 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 135,945千円 

同上に係る出再責任準備金 － 

差引（イ） 135,945千円 

  

その他責任準備金（ロ） 59,788千円 

計（イ＋ロ） 195,734千円 

 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 138,208千円 

同上に係る出再責任準備金 － 

差引（イ） 138,208千円 

  

その他責任準備金（ロ） 75,980千円 

計（イ＋ロ） 214,189千円 

６．金融商品に関する事項 

（１） 金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、借入

による資金調達は予定しておりません。 

（２） 金融商品の時価等に関する事項 

平成 29年 3月 31日（当期の決算日）における貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 

（単位：千円） 

 貸借対照表 

計上額 

時価 差額 

現金及び預貯金 533,855 533,855 － 

未収金 36,423 36,423 － 

未払金 16,104 16,104 － 

（注）金融商品の時価の算定方法 

現金及び預貯金並びに未収金は短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

 

６．金融商品に関する事項 

（１） 金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、借入

による資金調達は予定しておりません。 

（２） 金融商品の時価等に関する事項 

平成 30年 3月 31日（当期の決算日）における貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 

（単位：千円） 

 貸借対照表 

計上額 

時価 差額 

現金及び預貯金 577,859 577,859 － 

未収金 52,203 52,203 － 

未払金 25,194 25,194 － 

（注）金融商品の時価の算定方法 

現金及び預貯金並びに未収金は短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

 

７．1株当たりの純資産額 

7,794円 81銭 

 

７．1株当たりの純資産額 

8,896円 27銭 

 

８．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 ８．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

年度 

 

科目 

2016年度 

2016年 4月 1日から 

2017年 3月 31日まで 

2017年度 

2017年 4月 1日から 

2018年 3月 31日まで 

経常収益 

 保険料等収入 

  保険料 

 資産運用収益 

  利息及び配当金等収入 

 その他経常収益 

375,865 

374,906 

374,906 

90 

90 

868 

391,622 

390,340 

390,340 

28 

28 

1,253 

経常費用 

 保険金等支払金 

  保険金等 

  解約返戻金等 

  再保険料 

 責任準備金等繰入額 

  支払備金繰入額 

  責任準備金繰入額 

 事業費 

  営業費及び一般管理費 

  税金 

  減価償却費 

346,700 

100,217 

5,714 

553 

93,950 

18,215 

－ 

18,215 

228,266 

225,396 

2,414 

456 

334,294 

66,683 

184 

813 

65,684 

19,203 

748 

18,455 

248,407 

245,653 

2,101 

651 

経常利益 29,164 57,328 

特別利益 

 受取補償金 

－ 

－ 

4,730 

4,730 

税引前当期純利益 

法人税及び住民税 

法人税等調整額 

法人税等合計 

当期純利益 

29,164 

6,349 

△8,488 

△2,139 

31,304 

62,058 

10,478 

△1,709 

8,769 

53,289 
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2018 現状 

【損益計算書に関する注記】 

 

2016年度 

（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで） 

2017年度 

（2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで） 

１．収益及び費用に関する内訳 

（１） 正味収入保険料 

保険料 374,906千円 

再保険料及び解約返戻金等の合計額 94,503千円 

差引 280,402千円 

 

（２） 正味支払保険金 

保険金等 5,714千円 

回収再保険金 － 

差引 5,714千円 

 

 

 

 

 

 

（３） 責任準備金繰入額 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） 4,249 千円 

同上に係る出再責任準備金繰入額 － 

差引（イ） 4,249 千円 

  

その他責任準備金繰入額（ロ） 13,965 千円 

計（イ＋ロ） 18,215 千円 

 

（４） 利息及び配当金収入 

預貯金利息 90千円 

総計 90千円 
 

１．収益及び費用に関する内訳 

（１） 正味収入保険料 

保険料 390,340千円 

再保険料及び解約返戻金等の合計額 66,498千円 

差引 323,842千円 

 

（２） 正味支払保険金 

保険金等 184千円 

回収再保険金 － 

差引 184千円 

 

（３） 支払備金繰入額 

支払備金繰入額（再出支払備金控除前） 748千円 

同上にかかる出再支払備金繰入額 － 

差引 748千円 

 

（４） 責任準備金繰入額 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） 2,262 千円 

同上に係る出再責任準備金繰入額 － 

差引（イ） 2,262 千円 

  

その他責任準備金繰入額（ロ） 16,192 千円 

計（イ＋ロ） 18,455 千円 

 

（５） 利息及び配当金収入 

預貯金利息 28千円 

総計 28千円 
 

２．関係会社との取引高 

  関係会社との取引による費用総額 26,176千円   

２．関係会社との取引高 

関係会社との取引による収益総額  4,870千円 

関係会社との取引による費用総額 89,995千円  

３．関連当事者との取引に関する事項 

（１）親会社及び法人主要株主等 

種類 親会社 

会社等の名称 ＳＢＩホールディングス(株) 

議決権等の所有(被所有)割合 (被所有) 直接 0.00％ 

 間接 99.64％ 

関連当事者との関係 不動産の賃借等 

取引の内容 不動産賃料等(注 1) 

取引金額(千円)(注 4) 14,915 

科目/期末残高(千円)(注 4) 
預託金/11,128 

未払金/1,259 
 

３．関連当事者との取引に関する事項 

（１） 親会社及び法人主要株主等 

種類 親会社 

会社等の名称 ＳＢＩホールディングス(株) 

議決権等の所有(被所有)割合 (被所有) 直接 0.00％ 

 間接 99.64％ 

関連当事者との関係 不動産の賃借等 

取引の内容 不動産賃料等(注 1) 

取引金額(千円)(注 3) 16,032 

科目/期末残高(千円)(注 3) 
預託金/12,906 

未払金/1,425 
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2016年度 

（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで） 

2017年度 

（2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで） 

 

種類 親会社 

会社等の名称 ＳＢＩ少短保険ホールディングス

(株) 

議決権等の所有(被所有)割合 (被所有) 直接 99.64％ 

 間接 0.00％ 

関連当事者との関係 役員の兼任、出向職員の受入 

取引の内容 受入出向社員人件費(注 2)(注 3) 

取引金額(千円)(注 4) 7,863 

科目/期末残高(千円)(注 4) 未払金/4,494 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １．不動産の賃貸借取引は、市場の実勢価格を勘案して

交渉の上で決定しております。 

２．ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社は、平成

29年 2月 8日付で当社の親会社となったため、同日

以後の期間に関する取引金額を記載しております。 

３．出向社員の人件費は、業務の実績等を勘案して交渉

の上で決定しております。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりま

す。 

 

種類 親会社 

会社等の名称 ＳＢＩ少短保険ホールディングス

(株) 

議決権等の所有(被所有)割合 (被所有) 直接 99.64％ 

 間接 0.00％ 

関連当事者との関係 役員の兼任、出向職員の受入 

取引の内容 受入出向社員人件費(注 2) 

取引金額(千円) (注 3) 59,008 

科目/期末残高(千円) (注 3) 未払金/4,534 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １．不動産の賃貸借取引は、市場の実勢価格を勘案して

交渉の上で決定しております。 

２．出向社員の人件費は、業務の実績等を勘案して交渉

の上で決定しております。 

３．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりま

す。 

（２）兄弟会社等 

種類 親会社の子会社 

会社等の名称 ＳＢＩ少短保険ホールディングス

（株） 

議決権等の所有(被所有)割合 － 

関連当事者との関係 役員の兼任、出向職員の受入 

取引の内容 受入出向社員人件費(注 1)(注 2) 

取引金額(千円) (注 4) 50,811 

科目/期末残高(千円) (注 4) － 

 

種類 親会社の子会社 

会社等の名称 （株）ゼウス 

議決権等の所有(被所有)割合 － 

関連当事者との関係 保険料収納代行会社 

取引の内容 保険料の収納代行に関する業務委託

(注 3) 

取引金額(千円) (注 4) 4,579 

科目/期末残高(千円) (注 4) 未収金/20,080 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １．ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社は、平成

29年 2月 8日付で当社の親会社となり、親会社の子

会社には該当しなくなったため、同日より前までの

期間に関する取引金額を記載しております。 

２．出向社員の人件費は、業務の実績等を勘案して交渉

の上で決定しております。 

３．保険料の収納代行に関する業務委託費用は、業務内

容等を勘案して交渉の上で決定しております。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりま

す。 

（２） 兄弟会社等 

種類 親会社の子会社 

会社等の名称 （株）ゼウス 

議決権等の所有(被所有)割合 － 

関連当事者との関係 保険料収納代行会社 

取引の内容 保険料の収納代行に関する業務委託

(注 1) 

取引金額(千円)(注 2) 4,891 

科目/期末残高(千円)(注 2) 
未収金/35,660 

未払金/389 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １．保険料の収納代行に関する業務委託費用は、業務内

容等を勘案して交渉の上で決定しております。 

   ２．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．1株当たりの当期純利益 

647 円 04 銭 

４．1株当たりの当期純利益 

1,101 円 45 銭 

５．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 ５．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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2018 現状 

（３）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

年度 

 

科目 

2016年度 

2016年 4月 1日から 

2017年 3月 31日まで 

2017年度 

2017年 4月 1日から 

2018年 3月 31日まで 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税引前当期純利益（△は損失） 

減価償却費 

支払備金の増加額（△は減少） 

責任準備金の増加額（△は減少） 

利息及び配当金等収入 

固定資産関係損益（△は益） 

その他資産の増減額（△は増加） 

代理店借の増加額（△は減少） 

再保険借の増加額（△は減少） 

その他負債の増減額（△は減少） 

     小計 

  利息及び配当金等の受取額 

  法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

29,164 

456 

－ 

18,215 

△90 

－ 

△4,420 

165 

9,214 

△10,191 

42,514 

79 

△5,799 

39,794 

 

62,058 

651 

748 

18,455 

△28 

△449 

△21,474 

94 

△10,988 

6,156 

55,223 

2 

△7,155 

48,070 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

△76 

 

△4,091 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

－ 

 

－ 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,718 43,978 

現金及び現金同等物期首残高 246,964 283,682 

現金及び現金同等物期末残高 283,682 327,661 
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【キャッシュ・フロー計算書に関する注記】 

2016年度 

（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで） 

2017年度 

（2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預貯金勘定 533,855千円 

預金期間が 3ヵ月超の定期預金 250,172千円 

現金及び現金同等物 283,682千円 

 

なお、キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等

物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

２．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預貯金勘定 577,859千円 

預金期間が 3ヵ月超の定期預金 250,197千円 

現金及び現金同等物 327,661千円 

 

なお、キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等

物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

２．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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（４）株主資本等変動計算書 

 

① 2016年度（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで） 

（単位：千円）   

 株主資本 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

資本準

備金 

資本剰

余金合

計 

利益準

備金 

その他利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,744,874 455,934 455,934 － △1,854,992 △1,854,992 345,816 345,816 

当期変動額         

 当期純利益 － － － － 31,304 31,304 31,304 31,304 

当期変動額合計 － － － － 31,304 31,304 31,304 31,304 

当期末残高 1,744,874 455,934 455,934 － △1,823,688 △1,823,688 377,120 377,120 

 

② 2017年度（2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで） 

（単位：千円）   

 株主資本 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

資本準

備金 

資本剰

余金合

計 

利益準

備金 

その他利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,744,874 455,934 455,934 － △1,823,688 △1,823,688 377,120 377,120 

当期変動額         

 当期純利益 － － － － 53,289 53,289 53,289 53,289 

当期変動額合計 － － － － 53,289 53,289 53,289 53,289 

当期末残高 1,744,874 455,934 455,934 － △1,770,398 △1,770,398 430,410 430,410 
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2018 現状 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

 

2016年度 

（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで） 

2017年度 

（2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（単位：株） 

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 

発行済株式     

普通株式 
48,381 － － 48,381 

合計 
48,381 － － 48,381 

 

２．新株予約権に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

４．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（単位：株） 

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 

発行済株式     

普通株式 
48,381 － － 48,381 

合計 
48,381 － － 48,381 

 

２．新株予約権に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

４．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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２．保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率） 

 

年度 

項目 
2016年度末 2017年度末 

（１） ソルベンシー・マージン総額 436,909千円 506,390千円 

 ① 純資産の部の合計（繰延資産等控除後の額） 377,120千円 430,410 千円 

② 価格変動準備金 － － 

③ 異常危険準備金 59,788千円 75,980 千円 

④ 一般貸倒引当金 － － 

⑤ その他有価証券評価差額（税効果控除前）

（99％又は 100％） 

－ － 

⑥ 土地の含み損益（85％又は 100％） － － 

⑦ 契約者配当準備金の一部（除、翌期配当所要

額） 

－ － 

⑧ 将来利益 － － 

⑨ 税効果相当額 － － 

⑩ 負債性資本調達手段等 － － 

 告示（第 14号）第 2条第 3項第 5号イに掲げ

るもの（⑩（a）） 

－ － 

告示（第 14号）第 2条第 3項第 5号ロに掲げ

るもの（⑩（b）） 

－ － 

（２） リスクの合計額√[Ｒ1
2+Ｒ₂2]+Ｒ3+Ｒ4 177,378千円 185,536 千円 

 保険リスク相当額 171,761千円 179,668 千円 

 Ｒ1 一般保険リスク相当額 46,761千円 54,668 千円 

Ｒ4 巨大災害リスク相当額 125,000千円 125,000 千円 

Ｒ2 資産運用リスク相当額 5,338千円 5,778千円 

 価格変動等リスク相当額 － － 

 信用リスク相当額 5,338千円 5,778千円 

 子会社等リスク相当額 － － 

 再保険リスク相当額 － － 

 再保険回収リスク相当額 － － 

Ｒ3 経営管理リスク相当額 5,312千円 5,563千円 

（３）ソルベンシー・マージン比率 

（1）/｛（1/2）×（2）｝ 

492.6％ 545.8％ 
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３．取得価額または契約価額、時価および評価損益 

 

（１） 有価証券 

該当事項はありません。 

（２） 金銭の信託 

該当事項はありません。 

 

４．計算書類の会計監査人の監査 

 

有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受け、独立監査人の監査報告書を受領しております。 

 

５．財務諸表の適正性について 

 

当社の 2017年度の財務諸表につきましては、適正に作成されたことを確認しております。 

 

 

2018年 7月末日 

   ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社 

代表取締役社長 新村 光由 

 


